
小学校名 住所 電話
八幡小学校 本町5丁目5 0748-33-3174
島小学校 島町1603 0748-32-3510
沖島小学校 沖島町360 0748-33-9515
岡山小学校 加茂町3818 0748-33-2478
金田小学校 金剛寺町276 0748-37-7575
桐原小学校 森尻町414-1 0748-33-3636
桐原東小学校 土田町175 0748-33-2307
馬淵小学校 馬淵町1533 0748-37-7022
北里小学校 江頭町1014 0748-36-8046
武佐小学校 武佐町118 0748-37-6025
安土小学校 安土町常楽寺456 0748-46-2037
老蘇小学校 安土町東老蘇1300 0748-46-3079

子どもが自ら考え、判断し、問題を解決する「生き抜く力」を育み、また子育てなどを通じて親も
子どもとともに成長し、市民一人ひとりが生きがいを感じ、郷土に愛着と誇りをもてる教育に取
り組んでいます。

学童期の子育て

�学校教育課��TEL：��0748-36-5531��FAX：�0748-32-3352
教育総務課��TEL：�0748-36-5539��FAX：�0748-32-3352

問

公立小学校の案内
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小学校の通学区域は決められています。
小学校の規模の適正化と通学の選択肢を増やすことを目的として、一定の条件の
もと、通学区域外の小学校へ通学できる「通学区域の弾力化制度」があります。
くわしくは、二次元コードからホームページにて確認ください。

◉�弾力化制度の対象校（園）
　・�市内全域から沖島小学校へ
　・�八幡、岡山、金田、桐原、桐原東、北里、安土小学校区から島、馬淵、武佐、老蘇小学校へ
　・�金田小学校区から八幡、桐原東小学校へ
※�毎年10月頃に、翌年4月からの制度利用希望者を募集します。
※�年度途中に市外から転入される方については、転入時に随時申請することができます。

弾力化制度

通学区域の弾力化制度

◉対象
　18歳以下の子をもつ近江八幡市に住所がある保護者で、第二子以降が小中学校の児童生徒
①�給食費の減免� �
近江八幡市立小中学校に通学する児童生徒のうち、給食費について、第二子は半額、第三子以
降は無料とします。
②�給食費補助金の交付� �
近江八幡市立以外（国公立、私立、特別支援学校等）の小中学校に通学する児童生徒や長期欠席
等により通学していない児童生徒の給食費に相当する額を補助します。

学校給食センター  TEL：�0748-37-5110  FAX：�0748-37-5112問

学校給食費の減免・補助金

就学に経済的にお困りの保護者に対し、学用品費や学校給食費等の一部を給付する制度を実施
しています。この制度を受けようと思われる方は、申請が必要です。

学校教育課  TEL：�0748-36-5531  FAX：�0748-32-3352問

就学援助費

3939近江八幡市役所（子ども健康部こども家庭センター） 0748-36-5562TEL 0748-32-6518FAX
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学区 クラブ名 住所 電話

八幡 八幡学童保育所 げんきクラブ 〒523-0876 本町5丁目5
（八幡小学校敷地内） 0748-34-7098

八幡・金田 キッズルームさくら 〒523-0892 出町685 0748-33-4722
市内全域 のぞみ保育所学童クラブ 〒523-0875 小幡町上23 0748-33-3993

島 島の子フレンズ 〒523-0087 北津田町346-1
（島コミュニティセンター西隣） 0748-33-6565

岡山 岡山学区寺子屋「水茎」

〒523-0058 加茂町3818-2
（岡山小学校敷地内） 0748-36-2235

〒523-0058 加茂町1522-4
（旧岡山コミセン北隣） 0748-36-5380

金田 金田学童保育所
つちのこクラブ

〒523-0001 金剛寺町811
（金田小学校敷地内） 0748-37-1389

金田 キッズクラブ　まあむ 〒523-0001 金剛寺町803
（金田小学校向かい） 0748-47-7590

金田 三楽キッズクラブ・金田 〒523-0001 金剛寺町542 0748-34-0588

桐原 桐っ子夢クラブ 〒523-0054 森尻町439-6
（桐原小学校敷地内） 0748-36-8089

桐原東 桐原学童保育所 風の子クラブ 〒523-0082 土田町175
（桐原東小学校敷地内） 0748-32-0740

桐原東 三楽キッズクラブ・桐原東 〒523-0031 堀上町133-10 0748-36-1377
桐原・桐原東 学童クラブ「おかえり」 〒523-0041 中小森町600 0748-31-0640
桐原・桐原東 なかま～ず篠原 〒523-0056 古川町1192番地40 0748-47-3489
金田・八幡

桐原東
滋賀YMCA
学童保育ワイプラス 〒523-0891 鷹飼町537番地3 0748-33-2420

馬淵 馬淵放課後児童クラブ 馬っ子 〒523-0022 馬淵町1533
（馬淵小学校敷地内） 0748-37-5580

馬淵 三楽キッズクラブ・まぶち 〒523-0035 東横関町779 0748-36-1522

北里 北里児童クラブ「太陽」 〒523-0061 江頭町1014
（北里小学校敷地内） 0748-33-1168

北里 学童みらいっこ 北里館 〒523-0061 江頭町1012-5 0748-43-0478

武佐 武佐学区放課後児童クラブ
さん・ちるどれん

〒523-0012 武佐町118
（武佐小学校内） 0748-36-3179

安土 安土学童 ひまわりクラブ 〒521-1343 安土町小中783-1 0748-46-4642

安土 安土児童クラブ「かざぐるま」
第一クラブ 〒521-1341 安土町上豊浦1661 0748-43-0014

安土 安土児童クラブ「かざぐるま」
第二クラブ 〒521-1341 安土町上豊浦1261-1 0748-47-8906

安土 なかま～ず安土 〒521-1351 安土町常楽寺616 0748-47-8164

老蘇 老蘇学童保育所 スマイル 〒521-1332 安土町東老蘇1300
（老蘇小学校内） 0748-46-2092

放課後児童クラブは、保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童に対して、授業の終了後な
どに、適切な遊びや生活の場を与え、児童の健全育成を図ります。

◉�基本利用時間　�授業のある日：放課後～18：30　� �
授業のない日（土曜日・夏休みなど）：8：00～18：30

◉�基本利用料　　一人　月10,000円（おやつ代など別途負担があります。）

放課後児童クラブ（学童保育）

4040 近江八幡市
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就学中のお子さんが、夏休みなどの長期休暇
中、又は休日において、様々な体験活動や地域
との交流を通じて、有効な余暇時間の活用と
自立支援を行います。

近江八幡市余暇支援クラブ
「はちの子」事務局
TEL：090-6607-6958

問

ホリデーサービス事業

障がいのある就学中のお子さんが、学校の授
業終了後または長期休暇中などに施設に通
い、生活能力向上のために必要な訓練や社会
交流の促進などの支援を受けるサービスで
す。
利用については要件等がありますので、利用
を希望される場合は、障がい福祉課までお問
い合わせください。

障がい福祉課（ひまわり館2階）
TEL：�0748-31-3711��FAX：�0748-31-3738
月～金　8：30～17：15

問

放課後等デイサービス事業

WEB上には、子ども達にとって不適切
な情報があふれており、それらを、悪意
をもって流出させているサイトがある
ことに注意をしなければなりません。
WEB上でやり取りをする相手とのトラ
ブルを経験している子どもが多くおり、
インターネットを介したいじめへの発
展なども心配されます。

お子様が安全にインター
ネットを利用するために

インターネットを安全かつ適切に利用
するために、子どもの能力や発達、日常
生活に見合った使い方について、子ども
といっしょに話し合い、家庭でルール
を決めましょう。また、ルールを守れな
かったときの対応についても話し合っ
ておきましょう。

家庭で約束事を決めましょう

平成18年度からこの運動に取り組んで
います。
子どもたちの健やかな成長のため、規則
正しい生活習慣を身につけましょう。

◉早寝・早起き
　�眠りが心身を休養させ、からだをつく
り、生活リズムも整います。

◉あいさつ
　�コミュニケーション（人と人とのかか
わり）の大切な第一歩です。

◉食　　事
　�朝ごはんのエネルギーで体温が上が
り、脳と体の働きが活発になります。

◉読　　書
　�心と言葉を豊かにします。

◉運　　動
　�たくましく生きるための健康や体力
を養います。

早寝・早起き・あさ（あいさつ）・
し（食事）・ど（読書）・う（運動）

4141近江八幡市役所（子ども健康部こども家庭センター） 0748-36-5562TEL 0748-32-6518FAX
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